
◆
「
大
宮
線
」
営
業
区
域
内
ま
で
の
帰
路
料

金
会
社
負
担 

「
適
用
時
期
」
に
つ
い
て 

 

東
洋
交
通
の
経
営
責
任
者
で
あ
る
武
田
部

長
か
ら
「
二
月
十
六
日
か
ら
適
用
」
と
の
回

答
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

◆
資
格
取
得
に
つ
い
て 

 

経
営
よ
り
出
さ
れ
た
「
回
答
書
」
を
受

け
、
次
の
資
格
を
取
得
さ
れ
る
方
は
、
取
得

費
用
が
「
全
額
会
社
負
担
」
と
な
り
ま
す
。 

●
二
級
ヘ
ル
パ
ー 

 

（
四
月
よ
り
介
護
職
員
初
任
者
研
修
） 

●
東
京
シ
テ
ィ
ガ
イ
ド
検
定 

●
秘
書
検
定 

●
Ｍ
Ｆ
Ａ
講
習 

●
英
検
二
級 

●
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ 

６
０
０
点
以
上 

 

以
上
の
資
格
を
取
得
さ
れ
た
方
は
『
領
収

書
の
写
し
』
と
、
各
資
格
取
得
に
準
ず
る
修

了
証
明
書
、
合
格
証
明
書
等
の
『
証
明
書
類

の
写
し
』
を
会
社
に
提
出
し
て
下
さ
い
。
取

得
費
用
が
全
額
支
払
わ
れ
ま
す
。 

「
２
０
１
１
年
６
月
１
日
を
起
点
」
と
し
ま

す
の
で
、
２
０
１
１
年
６
月
以
降
に
取
得
さ

れ
た
方
も
、
右
記
の
領
収
書
及
び
証
明
書
類

が
あ
れ
ば
取
得
費
用
が
全
額
会
社
負
担
と
な

る
の
で
忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

  

東
京
シ
テ
ィ
ガ
イ
ド
検
定
は
毎
年
十
二
月

に
行
な
わ
れ
、
Ｅ
Ｄ
Ｓ
の
方
を
始
め
と
す
る

我
々
の
仲
間
も
多
く
受
験
さ
れ
、
東
京
を
訪

れ
る
国
内
外
の
お
客
様
に
観
光
タ
ク
シ
ー
で

接
客
を
し
、
大
い
に
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

二
級
ヘ
ル
パ
ー
の
介
護
資
格
は
、
今
後
高

齢
化
社
会
を
向
か
え
る
に
あ
た
り
、
社
会
か

ら
益
々
必
要
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
二
級
ヘ
ル

パ
ー
資
格
は
、
二
〇
一
三
年
四
月
よ
り
「
介

護
職
員
初
任
者
研
修
」
と
代
わ
り
、
受
講
時

間
の
増
加
、
修
了
試
験
（
筆
記
試
験
）
が
必

須
と
な
り
ま
す
の
で
、
取
得
す
る
な
ら
今
が

チ
ャ
ン
ス
で
す
。 

 

ご
自
身
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
と
サ
ー
ビ
ス
向

上
の
た
め
に
、
是
非
こ
の
制
度
を
活
用
し

て
、
真
の
「
優
良
ド
ラ
イ
バ
ー
」
を
目
指
し

て
く
だ
さ
い
。 

    

４ 

東
洋
交
通
総
務
部
を
一
階
に
戻
す
事
に 

 

つ
い
て 

（
回
答
）
現
在
の
営
業
の
メ
ン
バ
ー
で
対
応

で
き
る
よ
う
に
教
育
お
よ
び
努
力
い
た
し
ま

す
。 

５ 

バ
イ
ク
置
き
場
の
整
備･

拡
張
に
つ
い
て 

（
回
答
）
現
在
駐
車
棟
内
の
フ
リ
ー
ス
ペ
ー

ス
が
少
な
く
、
皆
様
に
は
ご
協
力
い
た
だ
き

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
近
頃
バ
イ
ク･

自
転

車
通
勤
も
増
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
設
置
場

所
、
費
用
等
見
積
も
り
を
取
る
等
、
対
応
に

つ
き
検
討
し
て
い
ま
す
。 

 

６ 

「
二
〇
一
三
年
度
出
番
表
」
に
つ
い
て 

（
回
答
）
既
に
提
出
済
み
で
あ
り
ま
す
。 

 

７ 

そ
の
他 

（
回
答
）
日
本
交
通
本
体
同
様
、
二
級
ヘ
ル

パ
ー･

東
京
シ
テ
ィ
ガ
イ
ド
検
定･

秘
書
検

定･

Ｍ
Ｆ
Ａ
講
習
に
つ
い
て
は
、
修
了
証
明

書
の
写
し
、
も
し
く
は
合
格
証
明
書
の
写
し

と
領
収
書
の
写
し
、
英
検
２
級･

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ

Ｃ
６
０
０
点
以
上
の
取
得
が
あ
っ
た
場
合
は

そ
の
証
明
書
類
及
び
領
収
書
写
し
の
提
出
の

義
務
と
し
て
費
用
の
全
額
を
会
社
負
担
と
し

ま
す
。
な
お
、
２
０
１
１
年
６
月
１
日
を
起

点
と
し
て
負
担
す
る
も
の
と
し
ま
す
。 

  

出
さ
れ
た
回
答
書
は
と
て
も
納
得
の
出
来

る
回
答
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
首
都
高
速
「
大

宮
線
」
の
営
業
区
域
内
ま
で
の
帰
路
料
金
会

社
負
担
、
練
馬
営
業
所
の
新
会
社
設
立
等
、

経
営
側
も
収
支
向
上
、
未
収
金
手
数
料
五
％

撤
廃
に
向
け
て
前
向
き
に
協
議
す
る
と
の
事

な
の
で
、
今
春
闘
で
継
続
協
議
と
し
ま
す
。 

「
未
収
金
手
数
料
」
な
ど
は
本
来
、
事
業
者

が
事
業
上
の
経
費
と
し
て
、
計
上
す
る
性
格

の
も
の
で
あ
り
、
「
受
益
者
」
に
名
を
借
り

た
事
業
経
費
の
強
制
的
負
担
で
す
。
こ
の

「
未
収
金
手
数
料
５
％
」
は
撤
廃
す
る
ま
で

交
渉
を
継
続
し
ま
す
。 

   

 

「
秋
季
・
年
末
問
題
で
の
労
使
協
議
会
の
申
入

書
」
を
十
月
二
日
に
経
営
側
に
提
出
し
ま
し

た
。
十
月
三
十
日
に
執
行
部
全
員
で
第
一
回
労

使
協
議
会
に
臨
み
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 

（
交
渉
内
容
は
躍
進
四
号
参
照
） 

  

そ
の
後
、
数
回
に
及
ぶ
労
使
交
渉
を
重
ね
、

一
月
十
五
日
に
経
営
側
よ
り
「
回
答
書
」
が
提

出
さ
れ
ま
し
た
。
回
答
内
容
は
次
の
通
り
で

す
。 

 
 
 

（
要
求
書
と
回
答
書
は
裏
面
に
掲
載
） 

 

１
「
未
収
金
手
数
料
５
％
の
撤
廃
」
に
つ
い
て 

（
回
答
）
当
面
は
現
行
通
り
と
し
ま
す
が
、
給

与
体
系
見
直
し
と
併
せ
て
労
使
で
協
議
し
て
行

く
も
の
と
し
ま
す
。 

 

２
「
首
都
高
速
帰
路
料
金
会
社
負
担
」
に
つ
い
て 

（
回
答
）
大
宮
線
に
つ
い
て
は
他
線
と
同
様
に

営
業
区
域
ま
で
は
会
社
負
担
と
し
ま
す
。
但

し
、
降
車
Ｉ
Ｃ
か
ら
の
利
用
の
み
と
し
ま
す
。 

 

３ 

練
馬
営
業
所
の
恒
常
的
な
赤
字
を
解
消
す
る 

 

た
め
、
東
洋
交
通
に
統
合
に
つ
い
て 

（
回
答
）
練
馬
営
業
所
に
関
し
て
は
二
〇
一
三

年
二
月
に
新
会
社
を
設
立
し
、
会
社
分
割
を
予

定
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
適
切
な
社
内

運
営
体
制
を
構
築
し
、
収
支
と
責
任
体
制
の
明

確
化
を
図
る
こ
と
を
通
じ
て
、
市
場
競
争
力
を

向
上
さ
せ
て
い
く
所
存
で
す
。 

労
使
協
議
会
報
告 

資格取得費用「全額会社負担」 
 二級ヘルパー･東京シティガイド検定 

   秘書検定･ＭＦＡ講習･TOEIC･英検2級 

首都高速「大宮線」営業区域内まで 

       帰路利用料金「会社負担」 

経
営
よ
り
「
回
答
書
」
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
！ 

 


